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児
重
手
当
の

請
求
も
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

・
児
童
手
当
を
受
給
で
き
る
人

3
歳
未
満
の
児
童
を
養
育
し
て

い
る
方
で
、
前
年
（
1
月
か
ら
5

月
ま
で
に
つ
い
て
は
前
々
年
）
の

収
入
が
一
定
の
額
未
満
の
場
合
に

支
給
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
平
成
4
年
1
月
か
ら
の

制
度
改
正
に
よ
り
、
支
給
の
対
象

と
な
る
児
童
の
年
齢
に
つ
い
て
は
、

（
表
1
）
の
よ
う
な
経
過
措
置
が

あ
り
ま
す
。

・
児
童
手
当
の
額

○
第
1
子
及
び
第
2
子

月
額
　
5
、
0
0
0
円

○
第
3
子
以
降

1
人
に
つ
き

月
額
1
0
、
0
0
0
円

・
特
例
給
付

児
童
手
当
の
所
得
要
件
に
該
当

し
な
い
た
め
児
童
手
当
を
受
け
ら

れ
な
い
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
（
厚
生
年

金
等
に
加
入
し
て
い
る
人
）
に
つ

い
て
は
、そ
の
人
の
前
年（
1
月
か

ら
5
月
ま
で
の
手
当
に
つ
い
て
は

前
々
年
）
の
所
得
が
一
定
額
未
満

の
場
合
に
限
っ
て
特
例
給
付
（
児

童
手
当
と
同
額
）
が
支
給
さ
れ
ま

す
。

・
請
求
の
方
法

児
童
手
当
（
特
例
給
付
）
の
支

給
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、

児
童
手
当
認
定
請
求
書
を
住
所
地

の
市
町
村
（
公
務
員
の
場
合
は
勤

務
先
）
の
窓
口
に
提
出
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

児
童
手
当
の
支
給
は
、
認
定
請

求
の
翌
月
分
か
ら
と
な
り
ま
す
の

で
、
早
め
に
請
求
を
し・な
い
と
、

受
給
資
格
が
あ
っ
て
も
受
け
ら
れ

る
月
分
の
手
当
が
受
け
ら
れ
な
く

な
り
ま
す
。

・
現
在
受
給
さ
れ
て
い
る
方
へ

次
の
場
合
、
必
ず
届
け
出
を
し

て
く
だ
さ
い
。

○
転
出
、
転
居
な
ど
住
所
が
変
わ

っ
た
と
き
。

○
受
給
者
、
ま
た
は
児
童
の
氏
名

が
変
わ
っ
た
と
き
。

○
出
生
、
死
亡
な
ど
で
養
育
し
て

い
る
児
童
数
が
変
わ
っ
た
と
き
。

○
特
例
給
付
の
受
給
者
が
会
社
を

退
職
し
た
と
き
。

※
お
問
い
合
わ
せ
は

福
祉
事
務
所
児
童
福
祉
係
へ

・
②
り乙

1
1
1
内
線
1
1
4

（表1 ）児童 の年 齢につい ての経過措 置

第1 子 平成3 年1 月2 日以 後 に生 ま れた児

童

3 歳の 誕生 日

の 属す る 月分

ま で支 給

第2 子

以 降

昭和62年1 月 に1

～昭 和62 年12月31日生 ま れの 児童

5 歳 の 誕生 日

の 属す る 月分

ま で支 給

昭和63年1 月1 日

～昭 和63年12 月31日生 ま れの 児童

平 成4 年12月

分 まで 支給

平成元 年1 月1 日

～平 成 元年12 月31日生 ま れの 児童

4 歳 の 誕生 日

の 属す る 月分

ま で支 給

平成2 年1 月1 日

～平 成2 年12月31 日生 ま れの 児童

平 成5 年12月

分 まで 支給

平 成3 年1 月1 日 以後 に生 まれ た児

童

3 歳 の誕 生 日

の 属す る月 分

ま で支 給

老齢福祉年金証書を
お 返 し し ま す 。

国民年金老齢福祉年金証書を9 月に提出していただ
きましたが、所定の事務処理が終 わりましたので、次
の日程により証書をお返しします。

なお、当日は印鑑（年金を受けとる印） を必ずご持

参ください。

日　　　程　　　 表

月　 日 時　　　 間 場　　 所 対　 象　 区

10 月13 日
火）

9 : 30 ～11: 30 通 公 民 館 通 地 区

13 :  30～15: 30 仙 崎 公 民 館 仙 崎 地 区

10 月14 日
木

9 : 30 ～11: 30 俵 山 公 民 館 俵 山 地 区

13: 30 ～14: 30 湯 本 郵 便 局 湯 本･ 門 前･ 三 ノ 瀬

15: 00 ～16: 00 大 畑 小 学 校 渋 木 ・ 真 木 地 区

10 月15 日
木 8 : 30 ～17: 00

市　 役　 所

国 民 年 金 係

西深川地区・河原

小 河 内･ 大 河 内･殿 台

10 月16 日
金 8 : 30 ～17: 00 〃

東 深 川 地 区 及 び

所 定 の 日 に 来 ら れ

な かっ た 人

※ お問い合わせは　国民年金係　● 内線143

市
職
員

人
事
異
動

お
世
話
に
な
り
ま
し
た

退
　
　
職
（
8
月
3
1日
）

松
尾
　
美
恵
子
（
長
寿
園
）

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す

新
規
採
用
（
9
月
1
日
）

明
賀
　
美
智
子
（
長
寿
園
）

長
門
地
区
広
域
行
政
章
務
組
合

消
防
吏
員
採
飛
試
験

・
職
種
・
採
用
人
員

消
防
吏
員
　
3
名
程
度

・
受
験
資
格

・
昭
和
4
4年
4
月
2
日
か
ら
、

昭
和
5
0年
4
月
1
日
ま
で
に

生
れ
た
男
子
。

・
採
用
後
は
長
門
市
又
は
大
津

郡
各
町
に
居
住
で
き
る
こ
と
。

・
試
験
日

・
第
1
次
試
験

平
成
4
年
1
1
一
月
8
日
日

午
前
9
時
1
0分

・
第
2
次
試
験

第
1
次
試
験
合
格
者
に
別
途

通
知
し
ま
す
。

・
試
験
会
場

長
門
地
区
消
防
本
部

・
受
験
手
続

採
用
試
験
申
込
書
は
、
長
門

地
区
消
防
本
部
、
長
門
地
区
消

防
署
西
部
出
張
所
、
大
津
郡
の

各
役
場
総
務
課
に
請
求
下
さ
い
。

・
申
込
み
受
付
期
間

平
成
4
年
1
0月
1
日
か
ら

（
平
成
4
年
1
0月
2
5日
ま
で

※
試
験
方
法
な
ど
問
い
合
わ
せ
は

長
門
地
区
消
防
本
部
総
務
課

・
（
0
8
3
7
2
）
2
1
3
1
1
1

市役所　②- 2111
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